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廃食油の出し方

　家庭で使用した植物性の食用油は、適正に処理することで燃料をはじめ
とした様々な製品にリサイクルされます。これまでも一部地域で廃食油の
回収・リサイクル活動に取り組んできましたが、4月からは市内のスーパー
などにご協力いただき、市内全域へこの活動を拡大します。

家庭で使用した植物性（サラダ油、
なたね油、ごま油など）の廃食油　
※賞味期限切れも可

 

●Aコープ今江店（今江町1-305）
●Aコープ粟津店（島町ル100の1）
●マルエー符津店（符津町タ36-2）
●マルエー若杉店（若杉町2-97）
●マルエー土居原店（土居原町510-2）
●犬丸屋本店（土居原町753番地）

●アルビス小松幸町店（幸町3-119）
●アルビス小松城南店（下牧町己507）
●コープこまつ（白江町ハ1-1）
●バロー串店（串町ス11-1）
●バロー小松東店（若杉町101）
●リサイクルステーション1号店
　（芦田町2-7-1 サービスセンターあしだ）

ラードなどの動物性油脂や石油
由来の油

油を冷まし、天か
すなどのごみを網
などで取り除く。

しっかり蓋を閉める。
ワンタッチ式の蓋は不可 下記店舗に設置されている

回収ボックスに投入する。

　航空機燃料へのリサイク
ルに向けた研究・開発も進
められています。

（順不同） ※回収は営業時間のみ

問い合わせ 環境推進課　☎24・8069
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家庭から出る廃食油の
回収･リサイクルを行います

回収拠点

水気を切ったペット
ボトルに油を注ぐ。

問い合わせ 小松税務署　☎22・1171　税務課　☎24・8030

　そのほかの支援制度は、市ホームページ
をご確認ください。

　令和6年1月1日に発生した災害の損失は、本来、令和6年分の所得税の計算に反映されますが、特例対応として発災
前年の令和5年分の所得税への適用が認められます。これにより税額の軽減や還付を実質的に1年早く受けることがで
きます。

　今回の地震で家屋などに損失が生じた方を対象に、説明会を開催します。
4月26日（金）①10時30分～　②13時30分～（2回開催）
小松市民センター セミナールーム
雑損控除の制度内容、必要書類などの解説
各50人程度（予約不要）

と き
ところ
内 容
定 員

全額免除
2分の1の軽減
4分の1の軽減

　今回の地震で生じた事業用資産等の損失金額を、令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入できます。
また、損益通算しても引ききれなかった損失の金額（純損失）がある場合は、翌年以後5年間に繰り越して、各年分の総
所得金額等から控除できます。
※青色申告の場合は、純損失の金額をその年の前年に繰り戻して還付の請求をすることもできます。

　今回の地震で住宅や家財に甚大な被害（時価2分の1以
上）を受けたときは、令和5年分の所得税で災害減免法に
よる所得税の軽減・免除を受けることができます。
※「雑損控除」との選択制のため、どちらか有利な方を選
んで申告する必要があります。

　災害などで資産に損害を受けた場合などに、一定の
金額の所得控除を受けられます。
　今回の地震で住宅や家財などの資産に損失が生じた
ときは、令和5年分の所得税および令和6年度分の個
人住民税の計算で、その損失の金額を雑損控除の適
用対象にできます。また、控除しきれない場合は、翌
年以後5年間まで繰り越し可能です。

　災害に関する各種税制措置の詳細は、
国税庁ホームページをご覧ください。

　石川県・富山県在住の方は申告
などの期限が延長されています。
　状況が落ち着き次第、税務署へ
ご相談ください。

令和6年能登半島地震により被災された方へ
税制上の特例措置が受けられます
災害による損失を令和5年分の所得税の軽減に適用できます

災害により住宅や家財などの損失が生じた方
雑損控除の特例 災害減免法の特例

雑損控除説明会のお知らせ

災害により事業用資産などに損失が生じた方

災害減免法により軽減または免除される所得税等の額

500万円以下
500万円を超え750万円以下
750万円を超え1,000万円以下

所得金額の合計額 所得税等の軽減額
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